
 

 

 

議案第１７号 

 

三田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

財 政 課 

 

租税特別措置法施行令の一部改正等に伴い、特定民間再開発事業認定申請に係る手数

料等について所要の規定の整備を行う必要が生じたため、当該条例の一部を改正しよ

うとするもの。  

【制定趣旨】 租税特別措置法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され

たことに伴い、 

【根拠法令】 租税特別措置法施行令、地方公共団体の手数料の標準に関する政令 

【制定内容】 ① 租税特別措置法施行令の一部改正関係（条例別表第７３号～第７５号関係） 

        (73) 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第２０条の２第８項又は第

３８条の４第１８項の規定に基づく特定の民間再開発事業認定申請手数料 

 (74) 租税特別措置法施行令第 25 条の 4 第 2 項又は第 39 条の 7 第 13 項の規定～ 

 (75) 租税特別措置法施行令第 25 条の 4 第 16 項又は第 39 条の 7 第 15 項の規定～ 

 

 

② 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正（別表第７７号関係） 

 

 

 

 

 

 

【施行期日】 上記①・・・公布の日 

       上記②・・・平成２４年４月１日 

【予算措置】 特になし 

 

第第第第１３１３１３１３項項項項にににに改正改正改正改正（項

ずれによる）  

第第第第２２２２２２２２項項項項にににに改正改正改正改正（項

ずれによる）  

政 令 改 正政 令 改 正政 令 改 正政 令 改 正 に よ りに よ りに よ りに よ り 削削削削 ら れら れら れら れ

るるるる。。。。    

消防法消防法消防法消防法にににに基基基基づきづきづきづき設置設置設置設置するするするする危険物危険物危険物危険物のののの製造所製造所製造所製造所、、、、貯蔵所又貯蔵所又貯蔵所又貯蔵所又はははは取扱所取扱所取扱所取扱所のののの許可手数料許可手数料許可手数料許可手数料をををを定定定定めためためためた当該規定当該規定当該規定当該規定にににに

おいておいておいておいて、、、、今回今回今回今回のののの改正改正改正改正によりによりによりにより浮浮浮浮きききき蓋付蓋付蓋付蓋付きのきのきのきの特定屋外特定屋外特定屋外特定屋外タンクタンクタンクタンク（（（（容量容量容量容量１０００キロリットル１０００キロリットル１０００キロリットル１０００キロリットル以上以上以上以上でででで、、、、

固定屋根式固定屋根式固定屋根式固定屋根式のののの屋外屋外屋外屋外タンクにタンクにタンクにタンクに揮発性揮発性揮発性揮発性のののの高高高高いいいい危険物危険物危険物危険物をををを貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵するするするする際際際際、、、、そのそのそのその揮発揮発揮発揮発をををを抑抑抑抑えるためにえるためにえるためにえるために、、、、タンタンタンタン

クククク内内内内にににに浮浮浮浮きききき蓋蓋蓋蓋をををを設設設設けているタンクけているタンクけているタンクけているタンク））））についてについてについてについて、、、、そのそのそのその設置設置設置設置にににに関関関関しししし許可手数料許可手数料許可手数料許可手数料をををを徴収徴収徴収徴収するするするする必要必要必要必要がががが生生生生

じたためじたためじたためじたため、、、、改正改正改正改正をををを行行行行うものうものうものうもの。。。。三田市三田市三田市三田市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、現在現在現在現在、、、、該当該当該当該当するするするする施設施設施設施設はないはないはないはない。。。。    


